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山形労働局 CL30１０１６ 

人材確保等支援助成金（介護福祉機器助成コース） 
導入・運用計画チェックリスト 

チェック項目を確認のうえ、期限内に管轄のハローワークまで提出してください。郵送の場合には、郵送事故防止のため、

簡易書留等、必ず配達記録の残る方法により、申請期限まで到達するよう提出してください。（★印は必要な場合のみ提出） 

 
申請事業所名 

（適用事業所番号） 
（            ） 

 

提出書類 チェック項目 

□ 人材確保等支援助成金(介護福祉機器助

成コース)導入・運用計画（変更）書 

（様式第ｂ－１号） 

 
※雇用保険適用事業所ごとに記載し、適用事業所

（導入する事業所）の所在地を管轄する安定所へ

提出 

□ 記入漏れがない 
□ 法人印・代表者（代理人又は提出代行者・事

務代理人）印が押印されている 

□ 適用事業所（導入する事業所）の所在地が当該安
定所の管轄である 

□ 計画期間の初日の６か月前の日～１か月前の
日の前日までに提出されている 

□ 導入・運用計画期間は３か月以上１年以内で
ある 

□ 導入・運用計画期間の開始日は、介護福祉機
器を導入する月の初日である 

□ 人材確保等支援助成金（介護福祉機器
助成コース）導入・運用計画対象経費
内訳書（様式第ｂ－１号 別紙１） 

 
※事業所単位で記載 

□ 雇用管理責任者が選任されている 
□ 導入する福祉機器が対象機器に該当する 
□ 機器の価格は適正であり、一品の見積価格及

び購入価格が１０万円以上である 
□ 購入価格は、カタログ、見積書等と整合性が

ある 
□ 購入価格に、工事費及び導入機器の送料が含

まれていない 
□ ②（10）導入機器の使途について、「どのよ

うな作業と要介護者の場合に、何人の介護労
働者で、どの福祉機器をどのように使用する
か」が、具体的に記載されている 

□ 保守契約を締結しない場合は、メンテナンス
方法・内容について記入されている 

□ 研修費用など福祉機器購入以外に係る費用は
妥当である 

□ 研修内容、スケジュール等が具体的に記載さ
れている 

□ 導入前アンケート実施予定日は、導入・運用
計画書提出後から機器を導入するまでの間の
日となっている 

□ 導入後アンケート実施予定日は、機器の導入
後、一定の間介護労働者が介護関係業務に従
事してから導入・運用計画期間が終了するま
での日となっている 

□ 介護労働者名簿★ 
（様式第ｂ-１号 別紙２） 

□ 主たる事業が介護事業以外の事業主が、経営
する介護事業所に機器を導入する場合 

□ 都道府県知事等の介護保険指定事業
者としての指定通知書（写） 

※新規事業の場合は指定が下り次第提出でも可 

□ 介護福祉機器導入事業所において、介護保険
法に基づく指定又は許可を得ている 
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□ 登記事項証明書（履歴事項全部証明
書）等 

□ 介護関係の業務を行っている事業主で、要介
護者に直接的にサービスを提供している 

□ 「雇用管理責任者」の選任及び周知方
法が確認できるもの 

□ 雇用管理者を選任していない場合は、計画期
間初日までに選任し、かつ周知するよう伝え
た 

□ カタログ、価格表、見積書、講師依頼
書など（写） 

□ 導入する機器、また費用が発生するものを確
認できるものである 

□ 導入前後に行う、介護労働者へのアン
ケートの様式 

□ 導入効果を把握できるものである 

□ 労働者名簿、組織図等 
□ 労働者数と一般被保険者数・介護労働者数・

アンケート対象者数に整合性がある 

□ 離職証明書（写）、資格喪失確認通知
書（写）等 

□ 対象事業所における計画時離職率算定期間の
雇用保険一般被保険者の離職状況がわかる 

□ その他★【             】  

※計画時離職率算定期間 ＝ 計画書提出日の１２か月前の日の属する月の初日から計画書提出日の属する月の前月末までの期間 

ハローワーク確認欄 

□ 事業所台帳ヘッダー  

□ 事業所別被保険者台帳  

□ 助成金支給要件照会結果表  

□ 徴収データ照会  

 

□ 共通要領上の要件（0301 支給対象事業主等、0302 生産性要件、０３０３不支給要件、

0305 併給調整など）について説明を行った 

□ 共通要領の様式第１号「支給要件確認申立書」について、支給申請時に提出するよう説明

を行った 

□ 解雇要件を確認した 

導入・運用計画期間の初日の前日から起算して６か月前の日から支給申請日までの期間に、「特定受給資格者」

となる離職理由のうち離職区分１Ａ又は３Ａとされる離職理由より離職した者として受給資格の決定がなされ
たものの数を、導入・運用計画提出日における雇用保険被保険者数で除して得た割合が 6％を超える事業主でな
い 

□ 同一事由により他の助成金を受け取っていない 

□ 計画内容の変更は、変更内容に応じて期限内に変更届を提出することの説明を行った 

□ アンケートの実施対象者について説明を行った 

□ 過去に次の助成金・奨励金を受けていない 
本助成金（介護福祉機器助成コース/機器導入助成）、職場定着支

援助成金（介護福祉機器助成コース/機器導入助成）、職場定着支
援助成金（介護福祉機器等助成）、中小企業労働環境向上助成金（介
護福祉機器等助成）、介護労働環境向上奨励金（介護福祉機器等助

成）、介護労働者設備等導入奨励金、介護労働者設備等整備モデル
奨励金 

（過去に受けている場合） 
□ 累計額が１５０万円（300 万円）

に達している場合、最後の支給決
定日の翌日から３年経過してい
る 

□ 累計額が１５０万円（300 万円）
に達していない場合、前回の支給
決定日以降である 

□ 計画期間内に以下のことを行うよう説明をした 
・導入機器の使用を徹底するための研修 
・導入機器のメンテナンス 
・導入効果の把握（導入直後のアンケート等により） 

 


